
地方自治体の自主性・自立性を奪う

国と地方自治体は「対等」な関係

　日本国憲法は地方自治を憲法上の制度として保障していま
す。地方自治は、中央集権の弊害を抑制して人権侵害を防ぐた
めの重要なシステムです。
　ところが、地方自治法改正案は、国による地方自治体への「指
示権」を認めることにより、自治体の方針に反して自治事務に容
易に介入する権限を国に与えようとしています。これは、国と地
方の「対等・協力」の関係を崩し、自治体の自主性・自立性を奪い
団体自治を侵害するものです。

　沖縄県名護市の辺野古新基地建設問題では、国が、県の
方針や県民の意思を踏みにじって、「代執行」によって設計変
更の承認権限を知事から奪い、工事を強行しています。この
ような事態を見れば、指示権の拡大によって国による自治体
への不当な介入がエスカレートするおそれが容易に想像さ
れます。

　国による代執行を許さない！　デニー知事と共に地方自治を守る県民大集会

都道府県や市町村

地方自治法改正案は
「対等・協力」な関係から「上下・主従」の関係へ
日本国憲法で保障された
「地方自治」
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地方自治法改正案を先取りする「代執行」で
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今日から自衛隊に使用させます
　地方自治法改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事
態が「発生するおそれがある場合」と判断されれば、国が指示権
を行使できるとしています。これにより、一般法である地方自治
法を根拠として、出動する自衛隊のために通行路を空ける措置
や、自治体職員を市役所に配置させてミサイル攻撃に備える措
置を講じるよう一方的に指示することなどが可能になります。こ
のように「改正案」は、平和主義の観点からも重大な問題があり
ます。

写真提供「沖縄タイムス社」



　現在、国会の憲法審査会では国会議員の任期延長を内容と
する憲法改正の議論が行われていますが、地方自治法改正案
は、自民党が主張する緊急事態条項の一部をそのまま実現す
る内容で、緊急事態条項創設の憲法改正の先取りです。「改正
案」は、政府に独裁的権限を付与するもので、地方自治だけで
はなく、国民主権や立法権までもが侵害されることにつながり
かねません。

私たちの主権まで脅かされる

　地方自治法改正案は、再び地方自治体を国の主従組織と
して利用する危険性を持つものです。戦前・戦中、都道府県や
市町村の労働者は、戦争推進体制のもと、国の下部機構とし
て戦争遂行のために住民を戦場に兵士として駆り出す役割を
強制されました。そして、人も、金も、物資も、食料も戦争に役
立つものであれば、ありとあらゆるものを強制的に動員する
役割を担わされました。
　戦後、地方自治体で働く労働者は、その反省から「二度と赤

紙は配らない」のスローガンのもと一貫して戦争と戦争への
協力に反対し、平和憲法と地方自治をいかす取り組みをすす
めています。

　政府は総合的な防衛体制強化の一環として、平時から自衛
隊や海上保安庁の使用可能な「特定利用空港・港湾」に、7道県
16施設を指定することを決めました。（図参照）
　16施設では今後、大型の輸送機が離着陸できる滑走路の延
伸や、自衛隊の大型艦が接岸できる岸壁の整備などを進めま
す。弾道ミサイル発射や船舶テロへの対応、周辺海域の警戒監
視などの拠点とすることも想定しており、平時から軍事利用を
可能とするものです。
　地方自治法の改正案が成立してしまえば、地方自治体との協
議をすることなく、国の指示権に基づき地方自治体が管理する
港湾や空港を米軍や自衛隊に使用させる事態も考えられます。

地方自治体職員は「二度と赤紙（召集令状）　　　 を配らない

住民の声をきく地方自治から、

●内閣は法律と同等の政令を制定。予算も決定。
　内閣総理大臣は地方自治体の長に対して『指示』がで
きる。（99条1項）

●国民の権利を制限（99条３項）

ナチスに学べ？
自民党改憲草案　緊急事態条項

＊罰則付きで内閣の政令にしたがわなければいけない。

身近な港湾・空港の軍事利用も 特定利用空港・港湾と新設弾薬庫
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全労連（全国労働組合総連合）
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東京都文京区湯島２-４-４全労連会館４Ｆ
TEL：03-5842-5611 
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TEL：03-5978-3580
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